
奈良県① 
 
1. 事業内容 
担当課等 産業・雇用振興部 創業・経営支援室 

TEL：0742-30-5070 FAX：0742-30-5075 
助成事業名 ・高付加価値獲得支援補助事業 
 

2. 助成事業の内容 
助成対象者 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11 年法律第 18 号）第２条第

１項に規定する中小企業者 ※県内に事業所を有すること 
助成内容 ○事業の内容 

県内企業が有する優れた技術を活かし、付加価値の高い製品づくりや新たな販路

を切り拓こうとする取り組みにより、OEM や下請けからブランド化、高付加価

値化へ経営体質の転換をする。 
○対象となる産業財産権 

特許権、実用新案権、意匠権、商標権 
○補助・助成金の内容 

試作・実験費、販路開拓費（特許権・実用新案権・意匠権・商標権等取得費を含

む） 
○制度を作った背景など 

付加価値の高い製品づくりと新たな販路の開拓に取り組むことで、経営体質の転

換を推進し、企業の収益力の拡大と県内産業の活性化を図る 
助成期間 ・年度内 
助成金額、補助率 ①実践ものづくり事業（1,000 万円×1 件、500 万円×1 件） 

②市場開拓・戦略事業(200 万円×3 件) 
※ ①②併用しての申請はできません。 
 
補助率 2/3 以内 

産業財産権の帰属 ・申請事業者 
 

3. 応募手続き・申請 
募集時期、期間 ・2012 年 4 月 2 日－5 月 1 日 
審査（選考）方法 ・ 一次審査（書類審査） 

・ 二次審査（評価委員会においてプレゼンテーション審査）  
申請に係わる必要

書類等 
・事業実施計画書（交付要綱第 1 号様式） 
過去 2 ヶ年の貸借対照表、損益計算書 
登記事項証明書及び定款（法人の場合） 
県税の滞納がないことの証明 
誓約書 
その他、事業計画の参考となる書類 

支払い方法等 ・口座振込（精算払） 
 

4. 実績・資料等 
採択件数、金額  実践ものづくり事業（1,000 万円） 1 社 

 実践ものづくり事業（500 万円）   1 社 

 市場開拓・戦略事業（200 万円）    3 社 
応募件数  実践ものづくり事業（1,000 万円） 4 社 

 実践ものづくり事業（500 万円）   2 社 

 市場開拓・戦略事業（200 万円）    8 社 

事業予算規模  2100 万円 
パンフ等の有無 HP に掲載 
 

5. 採択に伴う義務 
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採択に伴う義務等 ・ 遂行状況報告（交付要綱第 16 条） 
・ 消費税等仕入控除税額確定報告（交付要綱第 20 条） 
・ 助成後 5 年間の企業化状況報告（交付要綱第 24 条） 
・ 産業財産権等取得等届出（交付要綱第 25 条） 
・ 成果の発表（交付要綱 28 条） 

 

6. 今後の計画・予定等 
計画・予定等 ・変更なし 
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